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は じ め に 

 

学校教育は、児童生徒、保護者、地域の信頼がなければ成り立ちません。その信

頼は、教職員一人一人の資質・指導力の向上に向けた不断の努力や、よりよい学校

づくりに対する惜しみない努力など、学校に寄せられる期待に応えていく教職員の

姿から培われるものです。 

しかし、教職員の非違行為や不祥事は、こうした努力を一瞬にして葬り去り、信

頼を根底から損なってしまうとともに、児童生徒の心に大きな傷を残し、学校に重

大な汚点として記憶されることとなります。 

こうしたことから、この度、すべての教職員が事例に学び、改めて自らの行動を

点検するとともに、不祥事防止に努めるよう研修用資料を作成しました。 

この研修用資料は、校内での研修の資料として活用いただけるよう、想定される

事例をもとにチェックリストや関係法令・通知を加えまとめています。 

 各学校においては、不祥事防止に関する研修計画を策定し、その実施に努めてい

るところですが、今後、この研修用資料も活用していただき、研修の充実を図るよ

うお願いします。 

教職員の事故の防止・根絶に向けて、管理職の適切な指導の下、教職員一人一人

が自分のこととして受け止め、服務規律の遵守に努めることを強く願っています。 

 

 

   平成２０年３月 

 

                      香川県教育委員会 

 

 



 

 

 

Ⅰ 教職員としての服務の在り方 

 

 
１ 教員の使命と職責 

 教員は、教育を受ける者の人格の完成を目指し、その育成を促すという重要な職責

を担うものであり、近年の社会の大きな変化、あるいは児童生徒の多様化といった実

態に的確に対応するために、教員一人一人の資質の向上が求められているところであ

る。 

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第９条に規定されているとおり、自己の

崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければ

ならない。 

 

 

 
２ 服務の根本基準 

 地方公務員は、地方公務員法第３０条に規定されているとおり、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専

念しなければならない。 

 特に教育公務員については、教員の職務と責任の特殊性に基づき、その身分取扱な

どについて、地方公務員法に対する特別法として教育公務員特例法が設けられている。 

 教育公務員特例法では、兼職及び他の事業等への従事制限、争議行為等の禁止、政

治的行為の制限等について特別の規定を設けている。 

 

 県費負担教職員の任命権は、指定都市を除いて都道府県の教育委員会に属している

が、教職員は市町の公務員であり、県費負担教職員の服務の監督は、市町教育委員会

が行うことになっている。（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４３条） 

 

 

 
３ 職務上の義務と身分上の義務 

 職務を遂行するにあたって守るべき職務上の義務と、職務遂行の有無にかかわらず、

職員たる身分を有する限り、当然に守るべき身分上の義務がある。 

 地方公務員の義務についてまとめると、下記のようになる。 

 

職務上の義務 

服務の宣誓（地公法第３１条） 

法令等に従う義務（地公法第３２条） 

職務専念の義務（地公法第３５条） 

身分上の義務 

信用失墜行為の禁止（地公法第３３条） 

秘密を守る義務（地公法第３４条） 

政治的行為の制限（地公法第３６条、教特法第１８条） 

争議行為等の禁止（地公法第３７条） 

営利企業等の従事制限（地公法第３８条、教特法１７条） 

  （注）地公法とは地方公務員法、教特法とは教育公務員特例法をさす。 

- 1 - 



<関係法令> 

○憲法 

（公務員の性質） 

第１５条第２項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

 

○教育基本法 

（教員） 

第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇

の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

○地方公務員法 

（服務の根本基準） 

第３０条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

（服務の宣誓） 

第３１条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

（秘密を守る義務） 

第３４条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

（職務に専念する義務） 

第３５条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の

注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務

にのみ従事しなければならない。 

（政治的行為の制限） 

第３６条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員と

なつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運

動をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関

を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人

又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはなら

ない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域（当該職員が都道府県の支庁若しくは

地方事務所又は地方自治法第 252条の 19第１項の指定都市の区に勤務する者であるときは、

当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域）外において、第１号から第３号まで及び第

５号に掲げる政治的行為をすることができる。 

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 
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三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎（特定地方独立行政法人

にあつては、事務所。以下この号において同じ。）、施設等に掲示し、又は掲示させ、その

他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利

用させること。 

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 何人も前２項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくは

あおつてはならず、又は職員が前２項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないこと

に対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの

利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 

４ 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受け

ることはない。 

５ 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定

地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的

とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 

（争議行為等の禁止） 

第３７条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠

業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をし

てはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そその

かし、若しくはあおつてはならない。 

（営利企業等の従事制限） 

第３８条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目

的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団

体においては、地方公共団体の規則）で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする

私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 

 

○教育公務員特例法 

（兼職及び他の事業等の従事） 

第１７条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事

務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受

け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 

（政治的行為の制限） 

第１８条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第

３６条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 

 

○国家公務員法 

（政治的行為の制限） 

第１０２条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受

領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使

を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 

２ 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 

３ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ

構成員となることができない。 
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○人事院規則１４－７（政治的行為） 

（適用の範囲） 

１ 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、

条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に

勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員

その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員（法第８１条の５第１項に規

定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）が他の法令に規定する禁止又は制限に触れる

ことなしにする行為には適用しない。 

２ 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は

内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。 

３ 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職

員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合に

おいても、禁止又は制限される。 

４ 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第６項第１６号に定めるも

のを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。 

（政治的目的の定義） 

５ 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為

であつても、第６項に定める政治的行為に含まれない限り、法第１０２条第１項の規定に違

反するものではない。 

一 規則１４－５に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれ

に反対すること。 

二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに

反対すること。 

三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。 

四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。 

五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。 

六 国の機関又は公の機関において決定した政策（法令、規則又は条例に包含されたものを

含む。）の実施を妨害すること。 

七 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃

又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。 

八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関す

る署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し

若しくは反対すること。 

（政治的行為の定義） 

６ 法第１０２条第１項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。 

一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。 

二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつ

なんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与

その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとす

ることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。 

三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又

はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。 

四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。 

五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し
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又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。 

六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をす

ること。 

七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又

はこれらの行為を援助すること。 

八 政治的目的をもつて、第５項第１号に定める選挙、同項第２号に定める国民審査の投票

又は同項第８号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないよ

うに勧誘運動をすること。 

九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与す

ること。 

十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導

し又はこれらの行為を援助すること。 

十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、

公に政治的目的を有する意見を述べること。 

十二 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎（特定独立行政法

人にあつては、事務所。以下同じ。）、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のた

めに国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。 

十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供

し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれ

らの用に供するために著作し又は編集すること。 

十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。 

十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いら

れる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。 

十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示する

こと。 

十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為を

すること。 
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○セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準の制定について 

（平成１７年１１月２２日 教育長通知） 

 

セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準 

 

香川県教育委員会 

この基準は、香川県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員、県立学

校に勤務する教職員及び市町（学校組合）立の小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員

（以下「職員」という。）がセクシュアル・ハラスメント等（以下「非違行為」という。）を

行った場合の標準的な懲戒処分の基準を明記することにより、職員にさらなる自覚を促すと

ともに、非違行為の防止を図り、県民の教育に対する信頼を確保しようとするものである。

 

第１ 基本事項 

 この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであ

る。 

具体的な処分の決定に当たっては、当該職員の職責、具体的な行為の態様、悪質性等も情

状として考慮のうえ判断する。 

 

第２ 基準 

１ セクシュアル・ハラスメント 

(1) セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った職員は、停職、減給又は戒

告とする。 

(2) セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を執拗に繰り返すなど、特に悪質な

場合は、免職又は停職とする。 

※「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場や学校（以下

「職場等」という。）における性的な言動及び他の職員、児童生徒等を不快にさ

せる職場等の外における性的な言動をいい、わいせつな発言、性的な内容の電話

、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等がこれにあ

たる。 

※ 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以

外の訓告等の措置を行うことができる。 

 

 ２ わいせつな行為 

(1) わいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。 

(2) 児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする。 

※「わいせつな行為」とは、 

    ・刑法 

    ・軽犯罪法 

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 

    ・ストーカー行為等の規制等に関する法律 

・香川県青少年保護育成条例 

    ・香川県迷惑行為等防止条例   などに違反するわいせつな行為等をいう。 

３ 体罰 

  (1) 体罰により、児童生徒に軽傷を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。 

 

４ 懲戒処分等の基準 
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  (2) 体罰により、児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重傷を負わせた職員は、免職

又は停職とする。 

  (3) 体罰を常習的に行った職員は、停職、減給又は戒告とする。 

   ※「重傷」とは、体罰によって負傷し、３０日以上の治療を要する場合をいう。 

   ※「軽傷」とは、体罰によって負傷し、３０日未満の治療を要する場合をいう。 

 

 ４ 監督責任 

 (1) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を 

   欠いていた職員は、減給又は戒告とする。 

(2) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認 

  した職員は、停職又は減給とする。 

 

 ５ 施行日 

   この基準は平成１７年１１月２２日から施行する。 

 

 

○職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準 

（平成１８年１０月３１日 教育長通知） 

 

職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準 

 

１ 趣  旨 

この懲戒処分の基準は、職員が率先垂範して交通法規を遵守し、安全運転に徹して交通

事故防止に努めることを目的に定める。 

 

２ 基  準 

（1）飲酒運転（酒気帯び運転を含む）をした職員は免職又は停職とする。この場合におい

て、人を死亡させた場合は、免職とする。 

（2）飲酒運転（酒気帯び運転を含む）となることを知りながら、同乗し又は飲酒を勧めた

職員は、免職又は停職とする。 

（3）著しい速度超過違反により、交通事故を起こした職員は停職、減給又は戒告とする。

この場合において、人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員は、免職又は停職とする。

（4）交通事故で人を死亡させた職員は、停職又は減給とする。この場合において、その職

員の過失が重大である場合には、免職又は停職とする。 

（5）交通事故で人に重傷を負わせた職員は、戒告とする。この場合において、その職員の

過失が重大である場合には、停職又は減給とする。 

（6）交通事故を起こした場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反を行った職

員は、免職又は停職とする。 

（注）１ 処分を行うに際しては、事故の発生原因及び発生状況、当該職員の職責等も

考慮の上判断するものとする。 

   ２ 交通事故及び交通違反等の報告を怠った場合には、量定を加重し、処分を行

うものとする。 

 

３ 適  用 

 

この基準は、平成１８年１１月１日から適用する。 
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○香川県教育委員会の懲戒処分等の公表基準 

平成１８年６月１６日 

 

香川県教育委員会の懲戒処分等の公表基準 

 

１ 目 的 

この公表基準は、公務員倫理の確立と情報公開の観点から、香川県教育委員会が行った懲

戒処分等を公表することにより、公務員としての自覚の徹底及び不祥事の再発防止を図り、

もって、教育行政に対する県民の信頼を確保することを目的とする。 

 

２ 公表の対象となる懲戒処分等 

（１）地方公務員法に基づく免職、停職、減給、戒告の懲戒処分 

（２）地方公務員法に基づく休職の分限処分（刑事事件に関し起訴された場合に限る） 

（３）上記（１）に関連した事案に係る書面訓告等の措置（監督責任に係る措置は、所属長

の職務怠慢などの場合に限る。） 

（４）上記（３）以外の書面訓告等の措置で、社会に及ぼす影響が著しい事案 

 

３ 公表する内容 

公表する内容は、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、被処分者の

所属の区分（事務局、学校以外の教育機関、市・郡名等を表示した公立小・中学校（県立

を除く）及び県立学校）とするほか、職階、年齢、性別、事件の概要、処分内容、処分時

期とする。 

なお、県立学校については、学校名が特定されない場合は、県立高校と表示する。 

ただし、収賄事件、詐欺又は横領事件など非行内容が重大であり、警察等で所属や氏名

などが公にされている場合など、社会に及ぼす影響が著しい場合は、所属、氏名を公表す

る。 

 

４ 公表の例外 

被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が

大きい場合など、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、公表しない。 

 

５ 公表時期又は方法 

（１）懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。 

（２）公表は、記者発表又は、資料提供により行う。 
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○県教育委員会に対する市町教育委員会の報告等について 

（平成１７年１１月２１日 教育長通知） 

 

                             １７教義第１７９２８号 

                             平成１７年１１月２１日 

 

各市町（学校組合）教育委員会教育長 殿 

 

                        香川県教育委員会教育長 

                         （公 印 省 略） 

 

 

県教育委員会に対する市町教育委員会の報告等について（通知） 

 

 

 標記の件については、香川県教育委員会に対する市町教育委員会の報告等に関する規則（昭

和３５年９月５日教育委員会規則第１５号。以下「規則」という。）に定めておりますが、規

則第２項第５号に規定する「学校において学校教育に関する重大又は異例に属する事件が生

じたとき。」については、今後、下記に留意して報告願います。 

 なお、各市町教育委員会で定めている「管理運営に関する規則」にも、校長から市町教育

委員会教育長に対する報告等について規定されておりますが、下記の趣旨に則り、適切な運

用がなされるよう御指導願います。 

 

記 

 

 

○ 規則第２項第５号に規定する「学校において学校教育に関する重大又は異例に属する事

件」については、体罰、セクシュアル・ハラスメントに関することは、事件の軽重にかかわ

らず、必ず報告することとする。 
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Ⅱ 校内研修について 

 

 
１ 不祥事防止のポイント 

 

「意識」と「行動」 

教職員の不祥事を未然に防止するためには、教職員一人ひとりが、この問題を自

らの問題として受け止め、意識を高めるとともに、自らの行動を律することが大

切である。 

 

 「意識」を高めていくためには 

 
  ○教育公務員としての自覚を持つこと 

 

    教職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない

地方公務員であるとともに、教育を通じて全体に奉仕する教育公務員である。

このことをしっかりと自覚したい。「誰も見ていないから大丈夫」「こんなこと

は誰でもしている」という気持ちよりも、採用の際に「服務の宣誓」をしたと

きの気持ちを忘れないよう心がけていくことが大切である。 

 

  ○教職員同士で意識を高めていくこと 

 

    教育公務員としての自覚は、教職員同士が意識をしあいながら高めていくこ

とも必要である。「教育委員会からいわれたから」「校長からいわれたから」守

らなければならないということではなく、一人の不用意な行為が教職員の信用

を傷つけ、あるいは教職員全体の不名誉となることがあることを踏まえて、教

職員同士がお互いに意識を高め合う雰囲気を作っていくことが大切である。 

 

 「行動」を律するために 

 
  ○守らなければならないことを正しく理解すること 

 

    教職員は、意識を高めていくことと同時に、自らの行動を律していくことが

大切である。教職員として、しなければいけないことは何か、してはいけない

ことは何かについて、正しい知識を身に付け、理解し、それを自らの行動に結

びつけていかなければならない。そのためには、校内研修等を通じて、法令等

の理解を深めていくことが必要である。 
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２ 校内研修の工夫 

 

 職員会議等において管理職からの指導のみでは、十分時間がとれなかったり、何度

も同じ指導をすることで、かえって不祥事防止の意識が低下するなどの問題点が挙げ

られる。 

そこで、各学校では、以下のような工夫を積極的に取り入れ研修の充実を図ること

が望ましい。 

 

<校内研修の工夫例＞ 

○運営の工夫 

  ・管理職の指導中心の研修から教職員が運営する研修へ運営方法を変える。 

  ・コンプライアンス推進委員会を立ち上げ、委員会主導で研修を進める。 

  ・校務分掌ごとにコンプライアンスに対する取組方法を考える。 

  ・通知文を配布するだけでなく、一人一人輪読し共通理解を図る。 

 

○具体的な事例の紹介 

・県内で起った事案や類似の事案など、具体的な事例を基に説明する。 

 

 ○外部講師を招いての講話 

  ・現職の警察官から道路交通法やわいせつ行為などの事例を学ぶ。 

 

 ○体験的な研修 

  ・ロールプレイを取り入れる。 

・グループに分かれてディベートを行う。 

 

○グループ討議 

  ・小グループに分かれての事例分析、討議を行う。 

・自分のひやりとした体験やふだんから心がけていること等を発表しあう。 

 

○ワークシートを作成 

  ・何が原因か、不祥事を起こした場合の影響、その結果どうなったか、未然に防

ぐための方法等を記述する。 

 

○チェックリストを作成 

  ・学校独自のチェックリストを作成する。 

 

○ファイリングして保存 

  ・通知文や研修資料を各教職員が専用ファイリングして活用する。 

 

 ○決意表明 

  ・全教職員の連名で決意表明書を作成し、保護者、地域に情報発信する。 
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３ 服務規律に関する年間研修計画（案）

 校内研修をより効率的・効果的に実施するために年間研修計画を立てることが肝要

であり、ここでは一例を示している。 

あくまでも参考例であり、各学校においては、学校の実態等に合わせて、実施内容

や時期を定めて計画的に取り組むことが大切である。 

 

年間研修計画の例 

月 研修内容 対象 備 考 

○教育公務員としての服務の在り方に

ついて 

若年教員 

転入者 

・「服務規則」等を活用 

 

○個人情報の取扱いについて 
若年教員 

転入者 

・個人情報の取扱いに関する校内規程

等の配布、周知 

○体罰の禁止について 全教職員 
・生徒指導の在り方について共通理解

を図る。 

・「懲戒処分の基準」の配布、周知 

４ 

○セクハラ、わいせつ行為の禁止につい

て 
全教職員 

・児童生徒へ相談窓口の周知・「学校に

おけるセクシュアル・ハラスメント

防止に関する指針」の活用 

５ 
○不祥事の防止とメンタルヘルスにつ

いて 
全教職員  

６ 
○交通事故・違反の防止について 

 ・交通事故について 
全教職員  

７ 
○教職員の綱紀の保持と服務規律等の

確保について 
全教職員 ・夏季休業前に通知文等を活用し実施

８ ○服務規律の確保に向けての法規研修 全教職員  

９ 
○交通事故・違反の防止について 

 ・交通違反（速度超過違反、無免許運

転等）について 

全教職員 
・通知文、「懲戒処分の基準」の配布、

周知 

10 ○事例研究 全教職員 ・新聞記事等を活用 

11 
○交通事故・違反の防止について 

 ・交通事故、飲酒運転について 
全教職員  

12 
○教職員の綱紀の保持と服務規律等の

確保について 
全教職員 ・冬季休業前に通知文等を活用し実施

１ ○事例研究 全教職員 ・新聞記事等を活用 

２    

３ 
○研修のまとめ 

 ・自己評価 

 ・今後の取組について 

全教職員 
・研修の成果と自己評価 

・次年度に向けての目標設定 
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Ⅲ 具体的な事例 

 

 

１ 体罰について 

 児童生徒に対する体罰は、学校教育法により禁止されており、いつ、いかなる場合

にも決してあってはならない行為である。また、教員に対する社会の信頼を損なうも

のであり、ひいては学校教育全体に対する不信を招くこととなる行為である。 

 教育は、教師と児童生徒との信頼関係が基盤にあって成立するものであり、児童生

徒の指導においては、深い愛情を持ち、正しい児童生徒理解に立って信頼関係を築き、

心で受け止める「心対心」の指導が大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 部活動の指導中、練習態度が悪かった男子生徒に注意をしたが、態度を改めなか

ったため、男子生徒の頬を平手で１回叩き、鼓膜損傷で全治１週間の怪我を負わせ

た。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準 

３ 体罰 

(1) 体罰により、児童生徒に軽傷を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。 

(2) 体罰により、児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重傷を負わせた職員は、免

職又は停職とする。 

(3) 体罰を常習的に行った職員は、停職、減給又は戒告とする。 

※「重傷」とは、体罰によって負傷し、３０日以上の治療を要する場合をいう。 

※「軽傷」とは、体罰によって負傷し、３０日未満の治療を要する場合をいう。 
 
（２）刑事責任 

  傷害罪（刑法第２０４条）、暴行罪（刑法第２０８条）に該当することがある。

（３）民事責任 

  保護者等から損害賠償を請求されることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ Ａ教諭は、集団宿泊学習で就寝時間を過ぎて部屋で騒いでいるグループを見つ

けた。他の生徒の就寝のじゃまになると思った教諭は、騒いでいた男子数名を部

屋の外に出し、正座させた。一部の者は指導を聞こうとせずに反抗的な態度をと

ったため、思わずかっとなり、頬を平手で１回ずつ叩いた。 

 

○ Ａ教諭は児童の授業態度の改善を図るため、強い口調で説諭したが、児童は素

直に聞き入れようとしなかったので、児童の頬を１回平手で叩いた。 
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<参考１> 

「問題を起こす児童生徒に対する指導について」 

 （平成１９年２月５日 文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

学校教育法第１１条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方 

１ 体罰について 

（１）児童生徒への指導に当たり、学校教育法第１１条ただし書にいう体罰は、いかなる場

合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に

当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた

場所及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断す

る必要がある。 

（２）（１）により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を

内容とする懲戒（殴る、蹴る等）、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒（正座・直

立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合は、体罰

に該当する。 

（３）個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的

な言動により判断されるのではなく、上記（１）の諸条件を客観的に考慮して判断され

るべきであり、特に児童一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観

点が重要である。 

（４）児童生徒に対する有形力（目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒は、そ

の一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも

有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許

されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの（昭和

56年 4月 1日東京高裁判決）、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに

行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の

限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの（昭和 60年 2月 22日浦

和地裁判決）などがある。 

（５）有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為

は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。 

  ○ 放課後等に教室に残留させる。（用便のためにも室外に出ることを許さない、又は

食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる）。 

  ○ 授業中、教室内に起立させる。 

  ○ 学習課題や清掃活動を課す。 

  ○ 学校当番を多く割り当てる。 

  ○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。 

（６）なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを

得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものでは

なく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰に該当しない。また、

他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険

を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。

これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れ

うる。 
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２ 児童生徒を教室外に退去させる等の措置について 

（１）単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室

に入れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育にお

ける懲戒の手段としては許されない。 

（２）他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、

当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、

懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。 

（３）また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げる

ような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、

必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置と

して差し支えない。 

（４）さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込

み、授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等

と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない。

 

<参考２> 

体罰根絶のための心得 

（１）児童・生徒の指導においては、何よりも深い愛情を持ち、正しい児童・生徒理解に立

って信頼関係を築き、心で受け止める対応が大切であり、指導の手段として体罰を用い

ることは、教員としての責務を自ら放棄するものであること。 

（２）児童・生徒に懲戒を行う場合には、教育上の必要に基づいて適切な配慮のもと、慎重

かつ厳正になされることが必要であり、いやしくも一時の感情に支配されて軽率な行為

をすることがあってはならないこと。 

（３）各学校においては、教員の常日ごろの児童・生徒に対する指導状況を把握し、必要に

応じて個別の適切な指導を行うなど、体罰が起きないよう具体的な対応を図ること。 

（４）運動部の指導においては、大会で勝つことのみを重視し、過重な練習を強いたり体罰

的行為を招くことがないよう、校長をはじめ運動部の担当教員などによる指導組織を確

立し、連携を図りながら、活動状況等の実態を十分掌握すること。 

※ 「児童・生徒に対する体罰の根絶について（平成１０年７月１３日 教育長通知）」より抜粋 

 

<参考３> 

「児童懲戒権の限界について」（昭和２３年１２月２２日 法務庁長官回答） 

１ 学校教育法第１１条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を

意味する。すなわち 

（１）身体に対する侵害を内容とする懲戒－なぐる・けるの類－がこれに該当することはい

うまでもないが、さらに 

（２）被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立

等、特定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せら

れなければならない。 

２ しかし、特定の場合が右の（２）の意味の「体罰」に該当するかどうかは、機械的に制

定することはできない。たとえば、同じ時間直立させるにしても、教室内の場合と炎天下

または寒風中の場合とでは被罰者の身体に対する影響が全く違うからである。それ故に、
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当該児童の年齢・健康・場所的および時間的環境等、種々の条件を考え合わせて肉体的苦

痛の有無を制定しなければならない。 

３ 放課後教室に残留させることは、前記１の定義からいって、通常「体罰」には該当しな

い。ただし、用便のためにも室外に出ることを許さないとか、食事時間を過ぎて長く留め

おくとかいうことがあれば、肉体的苦痛を生じさせるから、体罰に該当するであろう。 

４ 右の、教室に残留させる行為は、肉体的苦痛を生じさせない場合であっても、刑法の監

禁罪の構成要件を充足するが、合理的な限度をこえない範囲内の行為ならば、正当な懲戒

権の行使として、刑法３５条により違法性が阻却され、犯罪は成立しない。合理的な限度

をこえてこのような懲戒を行えば、監禁罪の成立をまぬかれない。 

  つぎに、然らば右の合理的な限度とは具体的にどの程度を意味するのか、という問題に

なると、あらかじめ一般的な標準を立てることは困難である。個々の具体的な場合に、当

該の非行の性質、非行者の性行および年齢、留め置いた時間の長さ等、一切の条件を総合

的に考察して、通常の理性をそなえた者が当該の行為をもって懲戒権の合理的な行使と判

断するであろうか否かを標準として決定する外はない。 

 

<参考４> 

「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」（昭和２４年８月２日 法務府発表） 

（１） 用便に行かせなかったり食事時間が過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴

うから体罰となり、学校教育法に違反する。 

（２） 遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは例え短時間でも義務教育

では許されない。 

（３） 授業時間中怠けた、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教

室内に立たせることは体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。 

（４） 人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない

程度に、放課後残しても差支えない。 

（５） 盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが自白や供述を強制し

てはならない。 

（６） 遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差支えないが、不当

な差別待遇や酷使はいけない。 

（７） 遅刻防止のための合同登校は構わないが軍事教練的色彩を帯びないように注意する

こと。 

 

<関係法令・通知文等> 

○学校教育法 

第１１条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところ

により、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはで

きない。 

 

○地方公務員法 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら
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ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

○刑法 

（傷害） 

第２０４条 人の身体を傷害した者は、１５年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

（暴行） 

第２０８条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、２年以下の懲役若しくは

３０万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する。 

 

○民法 

（不法行為による損害賠償） 

第７０９条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、こ

れによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

○国家賠償法 

（公務員の加害行為に基く損害賠償責任・その公務員に対する求償権） 

第１条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は

過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任

ずる。 

 

○児童・生徒に対する体罰の根絶について（平成１０年７月１３日 教育長通知） 

 

○現職教育用資料（生徒指導） 「心対心」の教育の在り方について －体罰防止の取り組み

に向けて－ （平成１０年１０月 香川県教育委員会） 

 

○運動部（体育）活動における体罰、セクシュアル・ハラスメントの防止について 

（平成１３年７月１６日 保健体育課長通知） 

 

○県教育委員会に対する市町教育委員会の報告等について 

（平成１７年１１月２１日 教育長通知） 

 

○セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準の制定について 

（平成１７年１１月２２日 教育長通知） 

 

○問題行動を起こす児童生徒に対する指導について 

（平成１９年２月５日文部科学省初等中等教育局長通知） 
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２ わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメントについて

 教職員は児童生徒を健全に育成する立場にあり、自らが児童生徒に対して加害者と

なるような行為は決して行ってはならず、許されないものである。 

わけても、児童生徒に対するわいせつな行為は、極めて悪質で学校教育に対する信

頼を著しく傷つける、弁解の余地のない行為である。 

 セクシュアル・ハラスメントについては、対象となった教職員、児童生徒及び保護

者等の個人としての尊厳を傷つけ、就労上又は修学上の環境に様々な悪影響を及ぼす

ものであり、その未然防止を図るとともに、学校の構成員としてセクシュアル・ハラ

スメントのない就労上及び修学上の適正な環境の維持・確立に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】 

 Ａ教諭は、女子トイレにおいて、女性を盗撮しようとし、逮捕された。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  懲戒免職（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準 

２ わいせつな行為 

(1) わいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。 

(2) 児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする。 

※「わいせつな行為」とは、 

 ・刑法 

   ・軽犯罪法 

   ・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 

   ・ストーカー行為等の規制等に関する法律 

   ・香川県青少年保護育成条例 

  ・香川県迷惑行為等防止条例  などに違反するわいせつな行為等をいう。 
 
  懲戒免職になった場合、教育職員免許法第１０条の規定により免許状はその効

力を失う。 

（２）刑事責任 

  事案の状況によっては、香川県迷惑行為等防止条例違反に問われることにな

る。 

（３）民事責任 

  相手方から損害賠償を請求されることがある。 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ １８歳に満たない少女とホテルに入った。 
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【事例２】 

Ａ教諭は複数の女子生徒に対して「好意を持っている」などの発言をし、体を近

づけるなどの行為を行った。女子生徒は精神的なショックでＡ教諭の授業を受ける

ことができなくなった。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準 

１ セクシュアル・ハラスメント 

(1) セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った職員は、停職、減給又は

戒告とする。 

(2) セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を執拗に繰り返すなど、特に悪質

な場合は、免職又は停職とする。 

※ 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときには、懲戒処分以

外の訓告等の措置を行うことができる。 

 
（２）刑事責任 

  事案の状況によっては、刑法の強制わいせつ罪や強姦罪、香川県青少年保護育

成条例違反に問われることになる。 

（３）民事責任 

  相手方から損害賠償を請求されることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ Ａ教諭は、授業中に性的な冗談を言ったり、女子生徒の外見や容姿に関する発

言を行い、Ａ教諭の発言を不快に思っている生徒からやめてほしいと抗議があっ

た。 

 

○ Ｂ教諭は、女子児童をしばしば膝の上に抱きかかえる行為を行っていた。女子

児童は喜んでいるように思えたが、女子児童の保護者からやめてほしいと抗議を

受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19 - 



<参考１> 

セクシュアル・ハラスメントになり得る言動 

 ○ 性的な関心、欲求に基づくもの 

スリーサイズを聞く、卑猥な冗談、性的な風評、からかい、ヌードポスター等を職場

に貼る、身体を執拗に眺め回す、食事やデートにしつこく誘う、性的内容の手紙やメー

ルを送りつける、身体に不必要に接触する、不必要な個人指導を行う等 

 ○ 性別により差別しようという意識等に基づくもの 

   女には・・・、男のくせに・・・、人格を認めない呼び方等、女性であるというだけ

のでのお茶くみや掃除の強要等 

 

基本的な心構え 

 ○ 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間、その人物の立場等により差

があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要で

ある。 

 ○ 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返

さない。 

 ○ セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示がある

とは限らない。 

 ○ 児童等の保護者など、職務に従事する際に接することとなる関係者との関係にも注意

しなければならない。 

 ○ 児童等が対象となるセクシュアル・ハラスメントの防止等のために、児童等がこの趣

旨を理解するよう努める必要があり、その際、児童等の心身の発達段階等を考慮し、実

状に応じた適切な指導を行い、必要かつ適正な教育活動が確保されるよう、適切な配慮

が望まれる。 
 

※ 「学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針について（平成１２年２月１日 教育長

通知）」より抜粋 

 

<参考２> 

運動部（体育）活動におけるセクシュアル・ハラスメントについて 

 運動部（体育）活動は、教育活動の中にあって、体力の向上や健康の増進を図る重要な活

動である。その活動においては、指導上必要な身体への接触や露出の多い服装の着用等、他

の教育活動とは異なる特殊な状況が生じるため、生徒と指導者との信頼関係のもと、適切な

指導が行われるよう配慮する必要がある。 

 

運動部（体育）活動の指導者は、セクシュアル・ハラスメントになり得る言動がないかど

うか、常に自らの行動を律し、確認することが求められる。 

 また、「これくらいなら、指導者と生徒の関係で許される」という指導者の勝手な思い込

みからセクシュアル・ハラスメントとして問題になることが考えられる。また、生徒が納得

しても保護者の立場に立つと納得できない状況もあることを十分に認識し、その指導にあた

っては、事前にその方法や効果、ねらい等について十分説明し、理解を得ておくことが大切

である。 
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運動部（体育）活動において、セクシュアル・ハラスメントになり得る言動 

（１）性的な内容の発言関係 

  ① 性的な欲求に基づくもの 

   ・ 身体的特徴や性的な関心を話題にすること 

   ・ 卑猥な発言をすること 

  ② 性別をもとに差別しようとする意識等に基づくもの 

   ・ 「男のくせに・・・」「女のくせに・・・」などと発言すること 

   ・ 容姿、体型等により生徒の嫌がるニックネームでよぶこと 

（２）性的な行動関係 

  ① 身体接触を伴う技術指導 

   ・ 本人や周囲の者が不快に感じる姿勢での接触 

   ・ 必要以上の長時間の接触 

  ② 生徒の体を執拗にながめ回す行為 

（３）特別扱いが男女の関係を想起させる行為 

  ① 他の生徒とは異なった不適切な時間や場所で特別に個別指導をすること 

 

※ 「運動部（体育）活動における体罰、セクシュアル・ハラスメントの防止について（平成１３年

７月１６日 保健体育課長通知）」より抜粋 

 

<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は，その職務を遂行するに当つて，法令，条例，地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い，且つ，上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

○刑法 

（公然わいせつ） 

第１７４条 公然とわいせつな行為をした者は，６月以下の懲役若しくは３０万円以下の罰金

又は拘留若しくは科料に処する。 

（強制わいせつ） 

第１７６条 １３歳以上の男女に対し，暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は，６

月以上１０年以下の懲役に処する。１３歳未満の男女に対し，わいせつな行為をした者も，

同様とする。 

（強姦） 

第１７７条 暴行又は脅迫を用いて１３歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、３年以

上の有期懲役に処する。１３歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 

○児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 

（定義） 

第２条 この法律において「児童」とは，十八歳に満たない者をいう。 

２ この法律において「児童買春」とは，次の各号に掲げる者に対し，対償を供与し，又はそ
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の供与の約束をして，当該児童に対し，性交等（性交若しくは性交類似行為をし，又は自己

の性的好奇心を満たす目的で，児童の性器等（性器，肛門又は乳首をいう。以下同じ。）を触

り，若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。）をすることをいう。 

二 児童に対する性交等の周旋をした者 

三 児童の保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，児童を現に監護するものを

いう。以下同じ。）又は児童をその支配下に置いている者 

３ この法律において「児童ポルノ」とは，写真，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体その他の物であって，

次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写

したものをいう。 

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態で

あって性欲を興奮させ又は刺激するもの 

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 

（児童買春） 

第４条 児童買春をした者は，５年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処する。 

 

○香川県青少年保護育成条例 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 青少年 １８歳未満の者（婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。）をい

う。 

（淫行または猥せつ行為等の禁止） 

第１６条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。 

第２２条 第 16条の規定に違反した者は、２年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。 

 

○香川県迷惑行為等防止条例 

（卑わいな行為の禁止） 

第３条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安

を覚えさせるような方法で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れること。 

(２) 人の性的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場

所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること（次

号に規定する方法により行われる場合及び第４号に規定する場所にいる人に対して行われ

る場合を除く。）。 

(３) 正当な理由がないのに、写真機等を使用して衣服を透かして見る方法により、公共の場

所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること（次

号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。）。 

(４) 正当な理由がないのに、公衆が利用できる場所であり、かつ、浴場、便所、更衣室その

他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所の人の姿態を撮影すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、人の性
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的しゅう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。 

○民法 

（不法行為による損害賠償） 

第７０９条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，こ

れによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

○国家賠償法 

第１条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が，その職務を行うについて，故意又は

過失によつて違法に他人に損害を加えたときは，国又は公共団体が，これを賠償する責に任

ずる。 

２ 前項の場合において，公務員に故意又は重大な過失があつたときは，国又は公共団体は，

その公務員に対して求償権を有する。 

 

○教育職員免許法 

（失効） 

第１０条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその

効力を失う。 

一 第５条第１項第３号、第４号又は第７号に該当するに至つたとき。 

二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 

２ 前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者（当該免

許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県

の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県

の教育委員会をいう。以下同じ。）に返納しなければならない。 

 

○ストーカー行為等の規制等に関する法律 

 

○学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針について 

（平成１２年２月１日 教育長通知） 

 

○県教育委員会に対する市町教育委員会の報告等について 

（平成１７年１１月２１日 教育長通知） 

  

○セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準の制定について 

（平成１７年１１月２２日 教育長通知） 
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３ 交通法規の遵守について 

（１）交通事故 

 交通事故は、被害者の心身に苦痛を与えるのみならず、加害者として事故処理に多

大の労力、経済的負担を要し、職務に影響を及ぼすこともあるとともに、公務員とし

ての信用を傷つける非行として社会的批判を受けることとなる。 

交通安全教育を推進する立場にある者として、交通法規の遵守に努め、交通事故の

根絶を期し、安全運転を心がける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 Ａ教諭は自家用車を運転し、学校から帰宅している途中、考え事をしていて、信

号機をよく確かめずに交差点に進入し、そのとき、青信号で右方から直進してきた

自動車と出会い頭に衝突し、運転手に加療約２ヶ月を要する重傷を負わせた。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

教職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準 

２ 基準 

 (3) 著しい速度超過違反により、交通事故を起こした教職員は停職、減給又は戒告

とする。この場合において、人を死亡させ、又は重傷を負わせた教職員は、免職又

は停職とする。 

 (4) 交通事故で人を死亡させた教職員は、停職又は減給とする。この場合において、

その教職員の過失が重大である場合には、免職又は停職とする。 

 (5) 交通事故で人に重傷を負わせた教職員は、戒告とする。この場合において、そ

の教職員の過失が重大である場合には、停職又は減給とする。 
 
（２）行政責任（道路交通法による） 

  運転免許証の違反点数：１１点 

   基礎点数 ２点：信号無視（赤色） 

   付加点数 ９点：治療期間が３０日以上３ヶ月未満の事故 

    ⇒ ６０日間の免許停止処分（過去３年間行政処分歴がない場合） 

（３）刑事責任 

  自動車運転過失致死傷罪（刑法第２１１条第２項）該当 

  刑罰：７年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金 

    なお、禁錮以上の刑に処せられた場合は、それが執行猶予付きのものであ

っても地方公務員法第１６条第２項に該当し、同法第２８条第４項の規定に

より、失職となる。 

（４）民事責任 

  被害者に対して、車両の修理費や治療費、慰謝料等の損害賠償責任を負う。 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ 帰宅途中、信号機のない交差点を歩いて渡っていた人をはね、死亡させた。 
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<参考１> 教職員及び事務局職員の交通事故による過去の懲戒処分件数 

   １７年度 減給 1/10  ２月 １件 

        戒告       ２件 

   １８年度 減給 1/10  １月 １件 

        戒告       ３件 

   １９年度 戒告       ３件 

   （処分原因はすべて、赤色等信号無視（看過）による。） 

 

<参考２> 交通事故発生状況 

 平成１７、１８年度に本県の教職員が交通事故により懲戒処分及び矯正措置となった事案に

ついて、事故発生状況を調べたところ、次のような結果であった。 

（１）時間別発生状況では、通勤時間帯に発生しているが、特に帰宅途中が多い。 

（２）曜日別発生状況では、週明けの月曜日から水曜日が多い。 

（３）原因別発生状況では、漫然とした運転（信号無視、前方不注意、交差点徐行、右折時注

意）による事故が特に多い。 

 このことから、特に、交差点及び交差点付近では漫然と運転することなく、信号機の信号表

示をしっかり目視し、安全運転に心がける必要がある。 

 

<参考３> 「交通安全推進宣言」カード 

 交通安全に対するより一層の意識啓発を図るため、「交通安全推進宣言」カードを作成した。

このカードの表面には、交通事故を防止するため、香川県警が重点を置いて取り組んでいる 

“５Ｓ”から確認事項を引用し、高校生が制作したシンボルマスコットを表記している。裏面

には、シンボルマスコットを制作した高校生からのメッセージを記載するとともに、家族や友

人などからの交通安全に関するメッセージが記載できるようにしている。 

 

 

<表> <裏> 

 

<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（欠格事項） 

第１６条 次の各号の一に該当する場合は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

 二 禁錮以上の刑に処され、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 
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（降任、免職、休職等） 

第２８条 

４ 職員は、第１６条各号（第三号を除く。）の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定

めがある場合を除く外、その職を失う。 

（懲戒） 

第２９条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、

減給、停職、又は免職の処分をすることができる。 

 一 この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共

団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は，その職務を遂行するに当つて，法令，条例，地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い，且つ，上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

○道路交通法 

（信号機の信号等に従う義務） 

第７条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等

（前条第１項後段の場合においては、当該手信号等）に従わなければならない。 

（追越しを禁止する場所） 

第３０条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその

他の道路の部分においては、他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進路を変更し、又

は前車の側方を通過してはならない。 

１ 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂  

２ トンネル（車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。）  

３ 交差点（当該車両が第３６条第２項に規定する優先道路を通行している場合における当該

優先道路にある交差点を除く。）、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端

から前に３０メートル以内の部分 

（横断歩道等における歩行者等の優先）  

第３８条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯（以下この条において「横断歩道等」という。）

に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方

を横断しようとする歩行者又は自転車（以下この条において「歩行者等」という。）がないこ

とが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前（道路標識等による停止線が設けられてい

るときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。）で停止することができるような速

度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断

し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、か

つ、その通行を妨げないようにしなければならない。  

（整備不良車両の運転の禁止） 

第６２条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、

その装置が道路運送車両法第３章若しくはこれに基づく命令の規定（道路運送車両法の規定
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が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）

第１１４条第２項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。）又は軌道法第１４条若しくはこ

れに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に

迷惑を及ぼすおそれがある車両等（次条第１項において「整備不良車両」という。）を運転さ

せ、又は運転してはならない。 

（免許の条件） 

第９１条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があ

ると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転

の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を

運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 

 

○刑法 

（危険運転致死傷） 

第２０８条の２ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行さ

せ、よって、人を負傷させた者は 15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は１年以上の有

期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能

を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 

２ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又

は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転

し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊

更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よっ

て人を死傷させた者も、同様とする。 

（業務上過失致死傷等） 

第２１１条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、５年以下の懲役若しくは

禁錮又は 100 万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 

２ 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の懲役若しくは

禁錮又は 100 万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その

刑を免除することができる。 

 

○職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準（平成１８年１０月３１日 教育長通知） 
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（２）飲酒運転 

 飲酒運転は、運転者の故意によるものであり、信用失墜行為に当たるのはもちろん、

公務員として断じてあってはならない行為である。前夜の飲酒の場合でも、飲酒量や

経過時間によっては、飲酒運転に該当することがある。翌日に運転が予定されている

場合は、酒量を控えたり、早めに切り上げたりするとともに、体調が悪いときは、運

転しないなどの自覚と節度ある行動が求められる。 

 平成１８年１１月１日から「職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準」を改

正し、事故を伴わなくても飲酒運転をした教職員や飲酒運転となることを知りながら

同乗し、又は飲酒を勧めた教職員に対する処分基準を明記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 Ａ教諭は、飲食店からの帰りは代行運転で帰る予定にし、自家用車を運転して飲

食店まで行った。飲食店でビールを数杯飲んだ後、それほど酔っていないと過信し、

自家用車を運転して帰宅する途中、酒気帯び運転で検挙された。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  停職 （地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

教職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準 

２ 基準 

 (1) 飲酒運転（酒気帯び運転を含む）をした教職員は免職又は停職とする。この場

合において、人を死亡させた場合は、免職とする。 

 (2) 飲酒運転（酒気帯び運転を含む）となることを知りながら、同乗し又は飲酒を

勧めた教職員は、免職又は停職とする。 
 
（２）行政責任（道路交通法による） 

  運転免許証の違反点数 

   ・酒酔い運転 ２５点 

   ・酒気帯び運転 ６点／１３点 

    ⇒ 免許停止処分又は免許取消処分に該当する。 

（３）刑事責任 

  道路交通法違反により懲役又は罰金 

（４）民事責任 

  人身事故を伴った場合は、被害者に対して、車両の修理費だけでなく治療費、

慰謝料等の損害賠償責任を負う。 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ 酒気を帯びた状態で自動車を運転し、信号機のない交差点で一旦停止をせず直

進しようとした際、右方からきた自動車と衝突し、相手方に全治２０日間の怪我

を負わせた。 
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<参考１> 教職員及び事務局職員の飲酒運転による過去の懲戒処分件数 

   １７年度 停職６月（酒気帯び交通事故） １件 

   １８年度 停職６月（酒気帯び物損事故） １件 

        停職１２月（酒気帯び検挙）  １件 

 

<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（欠格事項） 

第１６条 次の各号の一に該当する場合は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

 ２ 禁錮以上の刑に処され、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

（降任、免職、休職等） 

第２８条 

４ 職員は、第１６条各号（第３号を除く。）の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定

めがある場合を除く外、その職を失う。 

（懲戒） 

第２９条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、

減給、停職、又は免職の処分をすることができる。 

 １ この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共

団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

 ２ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

 ３ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は，その職務を遂行するに当つて，法令，条例，地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い，且つ，上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

○道路交通法 

（酒気帯び運転等の禁止）  

第６５条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。  

２ 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒

類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 

第１１７条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。  

１ 第６５五条（酒気帯び運転等の禁止）第１項の規定に違反して車両等を運転した者で、

その運転をした場合において酒に酔つた状態（アルコールの影響により正常な運転ができ

ないおそれがある状態をいう。以下同じ。）にあつたもの 

 

○刑法 

（危険運転致死傷） 
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第２０８条の２ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行さ

せ、よって、人を負傷させた者は１５年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は１年以上の

有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技

能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 

２ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又

は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転

し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊

更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よっ

て人を死傷させた者も、同様とする。 

（業務上過失致死傷等） 

第２１１条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、５年以下の懲役若しくは

禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とす

る。 

２ 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の懲役若しくは

禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、そ

の刑を免除することができる。 

 

○職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準（平成１８年１０月３１日 教育長通知） 
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（３）その他の交通違反 

スピード違反（速度超過違反）と無免許運転は、飲酒運転と並んで交通３悪と言わ

れており、死亡事故につながりかねない危険な行為である。その他の交通違反につい

ても、車を運転する者が法を犯す行為であり、法を遵守すべき公務員としてふさわし

くない行為である。交通安全教育を推進する立場にある者として、交通法規の遵守に

努め、交通事故の根絶を期し、安全運転を心がける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 Ａ教諭は、自動車を運転し、法定速度時速６０ｋｍのところを時速１１０ｋｍで

走行し、自動速度取締機に検知され、道路交通法第２２条違反により検挙された。

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 
 

教職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準 

２ 基準 

 (3) 著しい速度超過違反により、交通事故を起こした教職員は停職、減給又は戒告

とする。この場合において、人を死亡させ、又は重傷を負わせた教職員は、免職又

は停職とする。 
 
（２）行政責任（道路交通法による） 

  運転免許証の違反点数：１２点 

    ⇒ ９０日間の免許停止処分（過去３年間行政処分歴がない場合） 

（３）刑事責任 

  道路交通法違反により懲役又は罰金 

（４）民事責任 

  人身事故を伴った場合は、被害者に対して、車両の修理費や治療費、慰謝料等

の損害賠償責任を負う。 

 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ 自動車を運転中、指定速度が時速４０ｋｍのところを時速７５ｋｍで走行し、

（３５km/h 超過）指定速度違反で検挙された。 

 

○ 運転免許が失効しているのに気付かず、自動車を運転し、警察に検挙された。

 

<参考１> 教職員及び事務局職員の交通違反による過去の懲戒処分件数 

   １８年度 停職９月（無免許運転） １件 

        停職３月（無免許運転） ３件 

   １９年度 戒告（速度超過）    １件 

 

 

- 31 - 



<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は，その職務を遂行するに当つて，法令，条例，地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い，且つ，上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

○道路交通法 

（最高速度）  

第２２条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高

速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 

第１１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金に

処する。 

１ 第２２条（最高速度）の規定の違反となるような行為をした者  

（無免許運転の禁止）  

第６４条 何人も、第８４条第１項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで（第９０

条第４項、第１０３条第１項若しくは第３項、第１０３条の２第１項、第１０４条の２の３

第１項又は同条第３項において準用する第１０３条第３項の規定により運転免許の効力が停

止されている場合を含む。）、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 

（罰則 第１１７条の４第２号）  

第１１７条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は３０万円以下の罰

金に処する。  

２ 法令の規定による運転の免許を受けている者（第１０７条の２の規定により国際運転免許

証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。）でなければ運転し、又

は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで（法令の規定に

より当該免許の効力が停止されている場合を含む。）又は国際運転免許証等を所持しないで

（第８８条第１項第２号から第４号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸し

た日から起算して滞在期間が１年を超えている場合を含む。）運転した者  

 

○道路交通法施行令 

（最高速度） 

第１１条 法第２２条第１項の政令で定める最高速度（以下この条、次条及び第２７条におい

て「最高速度」という。）のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道（第

２７条の２に規定する本線車道を除く。次条第３項において同じ。）以外の道路を通行する場

合の最高速度は、自動車にあつては６０キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては３０

キロメートル毎時とする。  

 

○職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準（平成１８年１０月３１日 教育長通知） 
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４ 個人情報の不適切な取扱い（漏えい）について

 学校が保有する個人情報については、個人情報の保護に関する関係法令及び各地方

公共団体の条例等に基づき、適正な取扱いが求められている。 

児童生徒や保護者等に係る大量の個人情報を取り扱う者として、当該情報の管理の

重要性を認識し、パソコンなどに保存された電磁的記録であるか紙による記録である

かを問わず、当該情報の保管管理に十分注意を払うとともに、当該情報が盗難にあっ

たり、ファイル交換ソフト等を介して流出したりすることのないよう注意する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 Ａ教諭は、個人情報の持ち出しを上司の許可を得ず、生徒の成績が入ったＵＳＢ

メモリーをバッグに入れ、持ち運んでいた。ある日、そのバッグを車の座席に置き、

駐車場に駐車していたところ、車上荒らしに会い、バッグを盗まれた。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３４条 秘密を守る義務） 

 

（２）民事責任 

  個人情報が漏えいしたことに対して、相手方から賠償を請求されることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ 成績などの個人情報は鍵のかかる場所に保管することが決められていたにもか

かわらず、鍵のかからない机の中に入れておいたために、紛失した。 

 

○ 送付先のあて名を十分確認せず、成績票を送付したために、生徒の成績が漏え

いした。 

 

<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（秘密を守る義務） 

第３４条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

（罰則） 

第６０条 第３４条第１項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は３万円

以下の罰金に処する。 
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○個人情報の保護に関する法律 

（地方公共団体等が保有する個人情報の保護） 

第１１条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を

勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに

努めなければならない。 

 

○香川県個人情報保護条例 

（職員の義務） 

第１０条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 
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５ 公金等の不正処理について 

 教職員は、公金（県費・市町費等）や学校徴収金、ＰＴＡ会計、部活動費等を扱う

立場にあり、このような公金や公物を取り扱う際には最善の注意を払うことが求めら

れている。それを紛失・毀損したり、不適正な処理・使用をするようなことはあって

はならない。もし、そのようなことがあれば地方公共団体に損害を与えるだけでなく、

学校に対する信用を大きく損なうものである。 

 公金等の取扱いについては、管理体制に不備等がないか適宜点検、見直し、その改

善に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

 Ａ教諭は、部活動の遠征旅費を申請した際、遠征計画を１泊２日として申請して

旅費を受給したが、実際には公共交通機関を使わず、自分で車を運転し、宿泊もせ

ず日帰りし、旅費を不正に受給していた。 

 

<問われる責任> 

（１）身分上の責任（考えられる懲戒処分等） 

  戒告（地公法第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、 

地公法第３３条 信用失墜行為の禁止） 

（２）民事責任 

  民法の規定に基づいて損害賠償請求されることになる。 

（３）刑事責任 

  状況によるが刑事責任を問われることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<他の事例> 

○ 通勤の経路、距離を偽り、通勤手当を不正に受給していた。 

 

○ 学級費、部活動費と自分の金銭との区別が不明な状態になり、一部を私的流用

した。 

 

○ 知り合いのお店に頼んで架空の領収書を作成し、部活動費の一部を使い込んで

いた。 

 

<関係法令・通知文等> 

○地方公務員法 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら

ない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

 

- 35 - 



○刑法 

（私文書偽造等）  

第１５９条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明

に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、

義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、３月以上５年以下の懲役

に処する。 

２ 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、

前項と同様とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、

又は変造した者は、１年以下の懲役又は１０万円以下の罰金に処する。  

（横領） 

第２５２条 自己の占有する他人の物を横領した者は、５年以下の懲役に処する。  

２ 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、

前項と同様とする。  

（業務上横領）  

第２５３条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、１０年以下の懲役に処する。  
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Ⅳ チェックシート（体罰について） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 体罰は学校教育法で禁止されている行為であることを認識している。    

２ 体罰は児童生徒の人格を侵害する行為であることを認識している。    

３ 
部活動の指導は、勝利至上主義に陥ることなく、生徒の願いにこたえられ

るよう努めている。 

   

４ 
「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」などの通知文を理解

している。 

   

５ 児童生徒の指導は感情的にならず、教育的配慮をもって行っている。    

６ 時には力による指導が必要だという意見には毅然と反論できる。    

７ 
指導上の課題が多い児童生徒には、厳しく指導するタイプの同僚に任せき

りにせずに組織で対応している。 

   

８ 体罰を目撃したら速やかに止めたり管理職に報告することができる。    

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 体罰禁止の趣旨を日頃から周知徹底している。    

２ 
研修等を通して、教職員が体罰によらない児童・生徒指導の在り方を身に

付けられるように努めている。 

   

３ 
相談窓口について、児童生徒への周知を徹底し、気軽に相談できる体制が

できている。 

   

４ 児童生徒が何でも話せるよう教育相談体制の充実に努めている。    

５ 一部の教員だけに任せきりにせず、組織で対応する体制ができている。    

６ 
体罰を行ったり、体罰が行われていることを知ったときに、管理職へ報告、

連絡、相談する体制ができている。 

   

７ 
教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場

環境作りに努めている。 

   

８ 
心の健康の重要性を認識し、教職員のメンタルヘルスの保持に取り組んで

いる。 

   

９ 
子どもや地域の実態等を踏まえ、学校・家庭・地域の連携のもと、学校の

規則や生徒心得等の見直しをしている。 

   

10 
いつでも保護者や地域住民が訪問できる環境整備に努め、開かれた学校と

なっている。 

   

11 
事件の再発を防ぐため、転任等の際には情報の引き継ぎを適切に行ってい

る。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（セクシュアル・ハラスメントについて） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 相手が嫌がったり、不快に思ったらセクハラになることを理解している。    

２ 
相手がどう思うかにかかわらず、まわりの者が見ていて不快に感じた場合

にも成立することを理解している。 

   

３ 
個人間、男女間、世代間で受け止め方に大きな差があることを認識してい

る。 

   

４ 児童生徒は明確な意思表示をできないことを理解している。    

５ 
児童生徒の指導は相手の立場に立って考え、教育的配慮をもって行ってい

る。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
教育委員会において策定されている「学校におけるセクシュアル・ハラス

メントの防止に関する方針」を周知徹底している。 

   

２ 
「セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準」について周知徹

底している。 

   

３ 
「運動部（体育）活動におけるセクシュアル・ハラスメントについて」を

周知徹底している。 

   

４ 研修会を実施し、セクシュアル・ハラスメントに対する認識を深めている    

５ 
セクハラは、相手が嫌がったり、不快に思ったらセクハラになることを教

職員に理解させている。 

   

６ 
相手がどう思うかにかかわらず、まわりの者が見ていて不快に感じた場合

にも成立することを周知している。 

   

７ 
セクハラ相談窓口について、児童生徒への周知を徹底し、気軽に相談でき

る体制になっている。 

   

８ 
教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場

環境作りに努めている。 

   

９ 
心の健康の重要性を認識し、教職員のメンタルヘルスの保持に取り組んで

いる。 

   

10 
準備室や利用の少ない教室など、校内の目の届きにくい箇所を把握し、管

理できている。 

   

11 
異性の児童生徒への個別指導を行う際に、相談者と同性の職員を同席させ

たり、複数の教職員で対応するように配慮できている 

   

12 
類似の事件の再発を防ぐために転任等の際には人事情報の引き継ぎを適切

に行っている。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（わいせつな行為について） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
勤務時間外における私的な行動においても、自らの行動が誤解や批判を受

けることのないよう厳しく律した言動に努めている。 

   

２ 児童生徒に対する日頃の言動が適切なものであるか常に確認している。    

３ 
自分の言動が、児童生徒、保護者のみならず、県民の教育に対する信頼に

影響を及ぼすものであることをしっかり自覚している。 

   

４ 児童生徒を性的対象として見たりすることは決してない。    

５ 
刑法では、１３歳未満の児童に対しては、たとえ、合意があっても強制わ

いせつ罪になることを知っている。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 

わいせつ事案に関する法令（刑法、軽犯罪法、ストーカー行為等の規制等

に関する法律、香川県青少年保護育成条例等）の内容について、教職員に

周知している。 

   

２ 
教職員の模範として、自らの行動を厳しく律し、所属教職員に対して日頃

から厳正に指導を行っている。 

   

３ 

所属教職員が悩み事や生活態度の乱れ等から、不正行為を起こすことのな

いよう教職員とのコミュニケーションに努め、適切な助言、指導を行って

いる。 

   

４ 
不祥事防止に関する校内研修計画を作成、実施し、教職員のモラルを向上

させるための具体的な取組を行っている。 

   

５ 
相談窓口について、児童生徒への周知を徹底し、気軽に相談できる体制に

なっている 

   

６ 
教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場

環境作りに努めている。 

   

７ 
心の健康の重要性を認識し、教職員のメンタルヘルスの保持に取り組んで

いる。 

   

８ 
準備室や利用の少ない教室など、校内の目の届きにくい箇所を把握し、管

理できている。 

   

９ 
勤務時間外といえども所属教職員が犯罪を犯した場合は、管理監督責任を

問われることを知っている。 

   

10 
類似の事件の再発を防ぐために転任等の際には人事情報の引き継ぎを適切

に行っている。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（交通事故・交通違反について） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 

人身事故については、被害者の心身に苦痛を与えるのみならず、加害者と

して事故処理に多大の労力、経済的負担を要し、職務に影響を与えること

もあるとともに公務員として信用を傷つける非行であることを認識してい

る。 

   

２ 「職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準」を理解している。    

３ 率先して交通ルールを守り、安全運転に努めている。    

４ 
自動車運転過失致死（傷）罪等で禁錮以上の刑（執行猶予も含む）に処せ

られたときは失職することを理解している。 

   

５ 交通３悪について理解している。    

６ 
交通事故の当事者となったときは、加害・被害を問わず、速やかに報告し

なければならないことを理解している。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
「職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準」について教職員に周知

徹底している。 

   

２ 

教職員が事故を起こした場合、速やかに市町教育委員会（県立学校の場合

は県教育委員会）に報告するとともに、教職員に対して指導・助言を行っ

ている。 

   

３ 
所属教職員が疲れや悩み等から、交通事故等を起こすことのないよう教職

員とのコミュニケーションに努め、適切な助言、指導を行っている。 

   

４ 
交通事故・違反防止に関する校内研修を実施し、教職員のモラルを向上さ

せるための具体的な取組を行っている。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（飲酒運転について） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 「職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準」を理解している。    

２ 
たとえ微量であっても、飲酒したら絶対に車を運転しないという強い意志

を持っている。 

   

３ 飲酒する会場に車両等で行かないようにしている。    

４ 

やむを得ず、飲酒する会場に車両等で行った場合、他の人に自分は車両等

で来ていることを告げたり、事前に迎えに来るように家族等に連絡をとっ

たりするなど、誤って車両等を運転して帰らないように対策をとっている。 

   

５ 
会合で人に酒を勧めるとき、相手が車両等を運転しないことを確認してい

る。 

   

６ 深夜まで飲酒した時は、翌日、車両等を運転しないようにしている。    

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
「職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準」について教職員に周知

徹底している。 

   

２ 
飲酒運転の根絶を含め、交通事故・違反防止に関する校内研修を実施し、

教職員のモラルを向上させるための具体的な取組を行っている。 

   

３ 

教職員が事故を起こした場合、速やかに市町教育委員会（県立学校の場合

は県教育委員会）に報告するとともに、教職員に対して指導・助言を行っ

ている。 

   

４ 
職場の歓送迎会・親睦会など飲酒を伴う会合を行う際には、飲酒運転をす

ることのないよう事前指導を徹底している。 

   

５ 

職場の歓送迎会・親睦会など飲酒を伴う会合を行う際、すべての教職員に

ついて、どのような交通手段で会場に来ているか、また、どのような手段

で会場から帰る予定なのか掌握するようにしている。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（個人情報の不適切な取扱い（漏えい）について）

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
児童生徒・保護者に関する情報は個人情報であり、法令に基づく守秘義務

があることを認識している。 

   

２ 
個人情報を取り扱う際には、個人情報が盗難や紛失により漏えいすること

のないよう慎重に行っている。 

   

３ 個人情報を目的以外には使用していない。    

４ 
個人情報をやむを得ず持ち出す場合には、管理職への報告等決められた手

続を守っている。 

   

５ 机の上等に個人情報をそのまま放置するようなことはしていない。    

６ 個人情報の入った文書等は、鍵のかかる場所に保管している。    

７ 
シュレッダーや焼却処分をする際には、処分していい情報かどうか再確認

した上で行っている。 

   

８ 個人情報が入った文書を発送する際には、あて先を確認して行っている。    

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
個人情報の保護に関する法律や香川県（市町）個人情報保護条例の趣旨を

理解し、教職員に周知徹底している。 

   

２ 個人情報の管理等について校内研修を実施している。    

３ 学校全体の情報管理に関する規程等を策定し、管理体制を確立している。    

４ 個人情報の保管状況について定期的に点検している。    

５ 保存期間を過ぎた個人情報は適切に処理・廃棄している。    

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅳ チェックシート（公金等の不正処理について） 

◆教職員用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 
自分が担当している学校徴収金の出納については、いつでも報告できるよ

うに通帳等関係書類に記録し、整理できている。 

   

２ 学校徴収金の通帳や通帳に使用する印鑑は、厳重に保管している。    

３ 
業者を選定する際には、業者から見積もりを徴収するなどして、合理的に

決定している。 

   

４ 
現金の取扱いについては、原則として収納日当日に指定金融機関に払い込

むようにしている。 

   

５ 公金や学校徴収金を一時的に流用したことはない。    

６ 業者への支払いは速やかに行っている。    

７ 
単年度ごとに会計処理し、責任者の点検を受けて、残金は適正に処理して

いる。 

   

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 

 

◆管理職用 

No 項  目 Ａ Ｂ Ｃ

１ 公金や学校徴収金について適正に取り扱うよう教職員に指導している。    

２ 適正な手続きによって業者を選定している。    

３ 納入業者等から何らかの利益を得ていない。    

４ 定期的に学校徴収金等の執行状況をチェックしている。    

５ 会計処理については複数の教職員がチェックできるようになっている。    

６ 単年度ごとに会計処理し、ＰＴＡや保護者等に報告できている。    

７ 関係書類は規則等に基づき、きちんと保管している。    

（Ａ：はい Ｂ：どちらともいえない Ｃ：いいえ） 
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Ⅴ 参考資料 

 






















